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岩出市結婚祝金交付要綱 

令和５年６月１９日 

告示第１７０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するとともに、その定

住を促進することにより本市の活性化及び少子化対策の推進に寄与するため、結婚

祝金（以下「祝金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものと

する。 

（交付対象者） 

第２条 祝金の交付対象者は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第７４条に規定

する婚姻を届け出て受理された夫婦であって、夫婦の双方が次のいずれにも該当す

るものとする。 

（１）婚姻の届出日時点において３９歳以下であり、過去に祝金の交付を受けたこと

がない者 

（２）祝金の申請日において、本市の住民基本台帳に同一世帯として記載され、現に

本市に居住している者 

（３）祝金の交付決定日から継続して２年以上本市に居住する意思を有する者 

（４）岩出市暴力団排除条例（平成２３年岩出市条例第１１号）第６条第１号に規定

する暴力団関係者等でない者 

（５）本市の市税を滞納していない者 

（祝金） 

第３条 祝金の額は、夫婦１組につき１０万円とする。 

（交付の申請） 

第４条 祝金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、婚姻の届出日

から起算して６月以内に、岩出市結婚祝金交付申請書（様式第１号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 前項に規定する提出期限が、岩出市の休日を定める条例（平成元年岩出町条例２

９号。）に規定する市の休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみな

す。 

（交付の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、祝金

の交付の可否を決定し、岩出市結婚祝金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、当該交付を決定した日から起

算して３０日以内に祝金を申請者に交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第６条 市長は、申請者が虚偽又は不正な手段により祝金の交付を受けたことが判明

したときは、交付決定を取り消し、祝金を返還させることができる。 
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２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、岩出市結婚祝金交付決

定取消通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 前項の返還については、現金をもって行わなければならない。 

（帳簿の備付け） 

第７条 市長は、祝金の交付のため、必要な帳簿を整備するものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示の規定は、令和５年４月１日以降に婚姻を届け出た夫婦について適用す

る。 

 （施行期日前に婚姻した夫婦の申請の特例） 

３ 令和５年４月１日からこの告示の施行の日の前日までに婚姻を届け出た夫婦に

ついては、第４条第１項中「婚姻の届出日」を「この告示の施行の日」と読み替え

て適用するものとする。 

 （この告示の失効） 

４ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに

行われた第４条の規定による申請に係る祝金の交付その他の手続については、同日

後も、なお効力を有する。 


